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令和7年1月23日 

 

教職員の懲戒処分について 

 

 

１ 処 分 内 容  懲戒処分（停職 6 月） 

２ 処 分 年 月 日  令和 7 年 1 月 23 日 

３ 職名・年齢・性別  教諭・61 歳・男性 

４ 所 属 名  南部地区・公立中学校 

５ 発 生 年 月 日  令和 6 年 7 月 25 日から令和 6 年 8 月 4 日までの間 

６ 事件・事故の概要 

   当該職員は、令和6年7月25日（木曜日）から令和6年8月4日（日曜日）まで

の間、吹奏楽部の生徒に対し、他の生徒の前で、「人として嫌なんだよ」「ぶ

ん殴りたい」「こういう人になっちゃダメだよ」などの暴言を発した。また、

同生徒に対し、黒板消しを投げつけるなどの威嚇や左手で胸ぐらを掴んで壁

に押し当てる、頭を両手でつかみ、左耳の後ろに傷を負わせるなどの体罰を

行った。   

７ 管理監督者の処分 

  処 分 内 容   懲戒処分（戒告） 

  処 分 年 月 日   令和7年1月23日 

  職名・年齢・性別   校長・57歳・女性 

 

 

 

 

● 問合せ先   

  教育局 小中学校人事課 管理指導担当 

      兵頭・平岡 

      直通 048-830-6933 内線 6933 

      E-mail: a6930@pref.saitama.lg.jp 
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